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荒尾総合文化センター指定管理者仕様書 
 

１ 趣旨 

本仕様書は、荒尾総合文化センター（以下「文化センター」という。）の指定管

理者による当施設の内容及び履行方法について定める。 

 

 

２ 文化センターの管理運営に関する基本的な考え方 

  文化センターの管理運営に当たっては、次に掲げる項目に基づき行うこと。 

（１）文化センターは、田園都市中核施設として有明広域圏における文化、芸術、科

学の分野での、文化創造と芸術鑑賞の拠点として建設された施設という設置理念

に基づき管理運営を行うこと。 

（２）公の施設であるということを念頭に置いて、全ての利用者に公平な運営を行う

こととして、特定の個人や団体に対して有利あるいは不利になるような取扱いを

しないこと。 

（３）施設の効用を最大限発揮するとともに、適切な経費で最大のサービスを提供す

る効率的な運営を行うこと。 

（４）地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の利便性向上に努める

こと 

（５）市民の知る権利を尊重し、情報公開について積極的に取り組むこと。 

（６）個人情報の保護を徹底すること。  

 

 

３ 開館時間 

（１）午前９時から午後１０時までとする。ただし、子ども科学館は午前９時から午

後５時までとする。 

（２）指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て文化

センターの開館時間を変更することができる。（荒尾総合文化センター条例第１

９条第２項） 

 

４ 休館日 

（１）火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に定める休日に当たるときは、その翌日とする。 

（２）年末年始 １２月２８日から翌年１月４日まで 

（３）指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を

変更し、若しくは別に定めることができる。（荒尾総合文化センター条例第１９

条第２項） 

 

５ 法令等の遵守 

文化センターの管理に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づか

なければならない。 

（１）荒尾総合文化センター条例、同施行規則 
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（２）地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令 

（３）荒尾総合文化センター管理運営規程 

（４）荒尾総合文化センター運営委員会規則 

（５）荒尾市情報公開条例、荒尾市個人情報保護条例 

（６）労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令 

（７）ビル管理法、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行

規則、電気事業法その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

（８）危険物の規制に関する政令、同規則 

（９）その他 

ア 指定管理者は、施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使する

ときは荒尾市行政手続条例第２章の規定を遵守すること。 

イ 指定管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等は、適正に管理

し、５年間保存すること。指定期間を過ぎた後も同様とする。 

ウ 指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果

ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、

廃棄物の適正処理に努めること。 

また、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達（グリーン調達）に努める

こと。 

 

６ 業務内容 

 （１）施設の運営に関すること。 

   ① 施設の貸出しに関すること。 

利用申請の受付、利用の許可、利用の取り消し等に関する業務を行うこと。 

また、台帳への記入とともに、市ホームページにある「荒尾市の施設予約状

況」に必要事項を入力すること。 

   ② 利用料金の徴収等に関すること。 

（ア）利用者から利用料金を徴収すること。徴収方法は前納とする。ただし、

市が特別の理由があると認めるときは、荒尾総合文化センター条例施行規

則第９条の規定を準用することができる。 

（イ）利用料金の減免については、荒尾総合文化センター条例及び同条例施 

行規則に定める使用料等の減免の基準により行うこと。なお、減免相当額

については、後日市が補塡する。 

（ウ）利用の中止、取消し又は変更により徴収した利用料金を還付する場合は、

荒尾総合文化センター条例及び同条施行規則に定める基準により行うこ

と。 

（エ）徴収した利用料金、減免等については、報告書を作成すること。書式･

記載内容については別途定める。 

   ③ 施設利用の相談･案内に関すること。 

（ア）施設や設備の「利用の手引き」を作成し、住民が施設を利用する上で必

要な指導や助言を行うこと。 

（イ）受付業務には１名以上を配置し、利用者へのサービスに支障なく対応 

できる人員体制を確保すること。 
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（ウ）利用許可申請時には、許可申請に係る事務処理を速やかに行うとともに、

利用者からの相談を受け付け、適切な対応を行うこと。 

（エ）安全・快適に利用できるよう、施設利用者と利用日以前に十分な打合せ

を行うこと。 

（オ）電話による問い合せや、施設見学等については適宜適切に対応するこ 

④ 職員の配置に関すること。 

（ア）文化センターの管理・運営全般を行う館長を常時１名配置すること。 

（イ）舞台管理及び設備管理の主任をそれぞれ１名配置すること。また、ホ－

ルでの催し物開催時は準備を含めて、舞台道具、音響、照明の各担当責任

者をそれぞれ 1名以上配置すること。 

（ウ）施設の安全管理のために必要な次の資格保有者を配置すること。 

○甲種防火管理者、○電気主任技術者、○建築物環境衛生管理技術者 

⑤ 舞台業務に関すること。 

（ア）文化センターにおける催し物を円滑に進行し、かつ、十分な演出効果が

得られるよう、舞台諸設備の一切について監督し、安全の確認、確保及び万

全の準備と操作を行うこと。また、非使用時においても十分な整備点検を

行うこと。 

    （イ）ホールの舞台技術者は大・小ホールとも利用の場合、各々原則３名（舞

台技術者、照明技術者、音響技術者）を配置すること。 

        ただし、催し物の内容によって舞台技術者の増員が必要な場合には、

ホール利用者との十分な打合せの上で、必要な人員を配置すること。 

なお、増員した舞台技術者に係る人件費等については、利用者に負

担を求めることができる。 

    （ウ）舞台関係業務 

         ○舞台吊物装置類及び備品、照明設備機器類及び備品、音響機器類及

び備品、オーケストラピット、移動客席、その他大道具の操作、配

置、格納、整備、点検、管理ほか。 

       ○乗り込み業者への機器の取扱操作の助言指導。 

       ○ホール利用者への舞台及び付属設備利用等に関する助言指導、案内。 

       ○舞台進行に関する主催者との打合せ。 

      ※ 舞台業務内容：別紙１「保守点検業務仕様書」参照のこと。 

   ⑥ 自主事業の実施に関すること。 

    （ア）施設の自主事業を計画し、実施すること。 

ただし、実施に当たっては、文化センターが有明広域市町村圏域の文

化拠点施設としての役割と公共ホールとしての役割の２つの役割を担

っていることを十分理解し、地域住民、利用者のニーズを把握するとと

もに、自らが主体的に事業を実施するだけではなく、住民、文化活動団

体、国・県、事業者等と連携を図るなど十分な工夫をすること。 

なお、施設の利用については、市主催事業及び市との共催等により関

係団体が利用する場合を優先し、規則で定める利用許可申請受付期間

より先行して予約ができるものとする。 

       （イ）市指定の自主事業については、公共ホールの役割として、自主事業と
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しては採算面で民間事業者が手掛けにくく、又は他のホールとあまり

重複しない公演や地元の音楽家・音楽団体、芸術団体等を支援・育成

する次の事業を実施すること。 

○名作映画鑑賞会････若年及び中高年齢層向けの話題作１本以上上映 

○音楽コンサート････クラシック又はポピュラー等１本以上公演 

○学生支援型事業････荒玉地区学校吹奏楽部合同定期演奏会（ＡＴＳＢ） 

○公立文化施設連携事業････熊本県立劇場ネットワーク事業、文化庁優 

秀映画鑑賞推進事業等 

○その他市と協議の上で合意した事業 

        国が定めた劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年６月

施行）及び劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針

（平成２５年３月告示）を踏まえた地域文化の振興に資する事業や取

組などを企画すること。 

（ウ）自主事業については年間の経費支出が累計１，０００万円を超えるもの

を実施し、毎年度事前に市と協議し業務計画書を作成すること。なお、年

度中に当該金額を超える見込みがないと判断される場合は、新たに自主事

業を計画すること。 

   ⑦ 広報及び利用者のニ－ズに関すること。 

    （ア）情報紙「文化センター催し物案内」の発行（月１回以上） 

    （イ）広報活動の実施（案内板や看板の設置、広告等） 

    （ウ）「広報あらお」及び市のホームページへの掲載（内容については、市

と協議すること。） 

    （エ）利用者アンケート等の実施（ニーズを把握し、利用促進を図ること。） 

   ⑧ 子ども科学館の管理運営に関すること。 

（ア）常設展示、企画展示等を行い、児童及び青少年の物理化学への興味・  

関心を高め、入場者の増加に努めること。 

（イ）展示備品及び設備の維持管理に努めること。 

（ウ）子ども科学館に、平日１名以上（夏・冬・春休み期間は２名以上）、土

日祝日３名以上の職員を配置すること。下記の業務を実施すること。 

・受付、利用料収納業務 

・運営消耗品（のり、はさみ、お絵かき用紙、プリンタトナー等）の補

充、整頓 

・入館者の対応（お絵かき用紙のスキャン、遊び方説明など） 

・スマートフォンアプリ LINE（ライン）のグループ「【保守】荒尾市子

ども科学館」を通じて、動作不良時のチームラボキッズ株式会社との

連絡及び対応業務（子ども科学館内の Wi-Fi を用いて通信を行うこ

と。） 

・その他、チームラボキッズ株式会社が提供する「チームラボ 学ぶ！

未来の遊園地作品解説と運用方法」、「テクニカルマニュアル」に基

づく業務 

（エ）荒尾少年少女発明クラブの活動の場を提供すること。（クラブの運営

については市教育委員会が直接行うため、指定管理業務には含まれない。
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現在、第２と第４日曜日及びその他の創作活動として、工作室その他を

年間３０日程度使用している。） 

   ⑨ 利用統計及び報告に関すること。 

         利用者等について日報を作成し、統計を取って定期的に報告を行うこと。

書式及び記載内容は別途定める。 

   ⑩ 台風及び地震等の災害時の避難場所開設に関すること。 

（ア）文化センターは、荒尾市防災計画により、第１次避難所として位置付

けられているため、避難者に対する適切な対応を行うこと。 

（イ）避難者に対する対応は、原則として文化センター開館時間内は指定管  

理者が対応し、閉館後及び休館時については、市が対応するものとする。 

    ただし、その場合でも施設及び設備に支障をきたさないよう、指定管 

理者も協力するものとする。 

（ウ）市と協議の上、災害発生時等の避難所開設について対応マニュアルを作

成すること。 

   ⑪ 大規模震災等発生時の荒尾市役所及び荒尾警察署臨時移転に関すること。 

      大規模震災等が発生し、荒尾市役所及び荒尾警察署が倒壊するなど行政

機能を喪失した場合においては文化センターが臨時移転先となる。なお、

この場合の利用料金の取扱いについては別に協議する。 

 

（２）施設及び設備の維持管理に関すること。 

① 保守管理業務 

 文化センターの適正な運営のため、以下の設備等に関する保守管理を行う

こと。なお、詳細については、別紙１「保守点検業務仕様書」を参照するこ

と。 

    （ア）建築物の保守管理 

        建築物の内外、外構等の日常点検、定期点検等を行い、美観及び安

全性の確保に努めること。 

    （イ）建築設備の保守管理 

        建築設備（空調設備、給排水設備、電気設備、昇降機設備、排煙設

備）の日常点検、定期点検等を行い、性能を維持すること。 

    （ウ）防災設備の保守管理 

         防災設備（消防用設備等、自家発電設備、防火戸･防火シャッター）

の日常点検、定期点検等を行い、性能を維持すること。 

    （エ）舞台設備の保守管理 

            舞台設備（機構設備、照明設備、音響設備等）の日常点検、定期点

検等を行い、性能を維持すること。 

   ② 環境維持管理業務 

      施設の環境を維持し快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。 

   なお、詳細については、別紙１「保守点検業務仕様書」を参照すること。 

 （ア）清掃業務 

        床、壁、扉、ガラス、鏡、照明器具、衛生器具等について、場所ご

とに日常清掃、定期清掃を組み合わせ、ごみ、埃、汚れ等のない状態
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を保つこと。 

    （イ）日常清掃の範囲 

 ホール、会議室、ロビー、通路、楽屋、事務室、トイレ、屋外・駐

車場等 

    （ウ）その他 

        ホール、会議室、ギャラリー等貸出し部分の清掃は、施設利用者の

妨げとならない時間及び頻度で行うこと。 

    （エ）美観の維持 

        施設敷地内の樹木及び植栽については、適切な管理を行い、美観を

維持すること。なお、文化センター敷地内に荒尾市小岱松保存会から

市に寄贈を受けた小岱松２本があり、この松の管理については荒尾市

小岱松保存会に管理委託を行うこと。 

③ 保安警備業務 

 施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪並びに火災等の災害発     

生を警戒・予防し、財産の保全と利用者の安全を守るために、保安警備業務

を適切に行うこと。 

（ア）地震、火災等の災害発生に対する消防計画書をあらかじめ作成し、定    

期的な訓練の実施等により職員に周知徹底を図ること。 

（イ）事故、盗難等の緊急事態発生に対する対応マニュアルをあらかじめ作

成し、職員に周知徹底を図ること。 

（ウ）敷地内及び駐車場での災害、事故、犯罪等の発生を未然に防止できるよ

う、適切な管理を行うこと。 

（エ）施設利用者の入退場を適切に管理すること。 

（オ）閉館後及び休館時においては、市が提示する仕様に基づき機械警備を

実施すること。 

※ 機械警備業務の内容：別紙１「保守点検業務仕様書」を参照すること。 

   ④ 施設の保全業務 

        （ア）施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全予防に努めるこ  

と。また、建築物や設備等の不具合を発見したときは、速やかに報告す

ること。 

    （イ）上記以外の他の館内設備・機器の維持管理については、別紙１「保守

点検業務仕様書」を参照すること。  

   ⑤ 設備・備品等の管理業務 

    （ア）施設内備品の保守管理 

      ・施設の運営に支障を来さないよう舞台等備品の管理を行うこと。 

      ・市が定める規程に基づき、備品整理簿により管理を行うこと。 

      ・破損、不具合が発生したときは、速やかに市に報告すること。 

    （イ）消耗品 

      ・施設の運営に支障を来さないよう、必要な消耗品は適宜指定管理者が

購入し管理を行うこと。 

    （ウ）事務備品 

      ・施設の運営に支障を来さないよう事務備品の管理を行うこと。 
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      ・市が定める規程に基づき、備品整理簿により管理を行うこと。 

      ・破損、不具合が生じたときは、速やかに市に報告すること。 

 

 ⑥ その他の必要な業務 

    （ア）事業計画書及び収支計画書の作成 

       次年度の事業計画書及び収支計画書は、市と調整を図り、毎年度２月

末までに作成し、市に提出して確認を得ること。 

             また、自主事業を実施する場合は、事業ごとに計画書を市へ提出し、

内容について協議を行うこと。 

    （イ）事業報告書の作成 

       前年度の事業報告書を会計年度（４月１日から翌年３月３１日）終了

後３０日以内に作成し、市に提出すること。提出する書類は次のとおり

とする。 

        ○ 自主事業報告書   ○ 収支決算報告書等 

        ○ 利用実績報告書   ○ その他の報告書 

  （ウ）市等関係機関との連絡調整 

     ・荒尾総合文化センター運営委員会への出席 

     ・全国公立文化施設協議会九州支部理事会等への出席 

・熊本県公立文化施設協議会研修会等への出席 

     ・市との連絡調整会議の開催（年４回程度） 

    （エ）自己評価の実施 

     ・利用者等から、施設運営に関する意見を聴取すること。 

     ・施設運営に関して、適宜自己評価を行うこと。 

    （オ）指定期間終了に当たっての引継ぎ義務 

       指定管理終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく文化センター

の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。 

   （カ）その他日常業務の調整 

 

（３）情報公開に関すること。 

   市民の行政文書の開示を請求する権利を十分尊重し、情報公開に努めること。 

（４）個人情報保護に関すること。 

 ① 文化センターの適正な管理運営のため、別記「個人情報取扱特記事項」を 

遵守すること。 

 ② 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。 

（５）利用料金に関すること。 

利用者のニーズに主体的に対応し、公平性の観点から受益者負担を求めるとの

考えから利用料金制を導入する。 

 ① 利用料金の設定 

指定管理者が、利用料金を設定する際は、荒尾総合文化センター条例に定

める料金（使用料金）を上限とし、その理由を添えて書面にて市長に届け出

ること。 

指定管理者は、利用料金の設定が市長に承認された場合、利用者等に対し
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速やかに告知する。指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利

用日までに最低３か月間の告知期間を設けなければならない。 

 ② 利用料金の管理 

指定管理者は、利用者から徴収した利用料金に関する帳簿を作成し、管理

するものとする。 

（６）その他 

 ① 緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導 

を行うこと。 

 ② 施設の使用に関する要綱の策定について、市長と協議を行うこと。また、

要綱を改定する場合も同様とする。 

 ③ 文化センターは、荒尾市防災計画により、第１次避難所として位置づけら

れているため、避難者に対する適切な対応を行うこと。 

 

７ 経費等について 

（１）予算の執行 

 ① 予算の執行については、次によること。 

（ア）人件費      

（イ）事務費（旅費、消耗品費、通信費、備品購入費等） 

１）管理運営に要する小額の備品購入（２５万円以内）については、市と協議

の上、年間２５万円以内の予算で指定管理者が行うこと。なお、残額が生

じた場合は精算すること。 

（ウ）事業費（自主事業費等） 

     自主事業費は質と量の両面から一定の水準を確保するため、年間の累計

経費支出額が１，０００万円を超えるよう事業の企画・実施を行うこと。 

     なお、基準価格の算定に当たっては自主事業収入として８００万円を見

込んで算定しています。これは、青少年育成事業など全ての文化事業が収

益事業とはならない場合があるためです。なお、年度中に１，０００万円

を超える見込みがないと判断される場合は、新たに自主事業を計画するこ

と。 

（エ）管理費 

１）電気については、「有明エナジー株式会社」からの電力調達を受けるもの

とする。 

２）修繕費は、１件３０万円未満の小規模な物品や施設の修繕費については、

迅速な手続で完了させるため、市と協議の上、年間３００万円以内の予算

で指定管理者が行うこと。なお、残額が生じた場合は精算すること。 

（オ）事務経費（労務、経理、契約等の事務に要する経費） 

 （２）事業報告 

会計年度終了後、３０日以内に事業の報告を行うこと。 

（３）経理規程 

指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を行うこと。 

（４）立入検査について 

市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うこととする。 
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８ 物品の帰属等 

（１）市が、指定管理者に対して指定管理料により物品を購入させるときは、購

入後の物品は市の所有に属するものとする。 

（２）指定管理者は、市の所有に属する物品については、荒尾市物品会計規則及

び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて行うものとする。また、指定管理

者は同規則に定められた物品整理簿を備えてその保管に係る物品を整理し、購

入及び廃棄等の異動について定期的に市に報告しなければならない。 

（３）指定管理者は、業務において使用する市の所有に属する物品については、

荒尾市物品会計規則第３０条に準じて現在高の調査を行い、同規則に定めら

れた様式に準じて、遅滞なく市に報告しなければならない。 

 

９ 業務を実施するに当たっての注意事項 

業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

（１）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定 

の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

（２）文化庁、熊本県、近隣の文化施設、文化団体等との連携を図った運営を行う

こと。 

（３）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を必要とする場合は、 

市長と協議を行うこと。 

（４）各種規程等がない場合は、荒尾市の諸規程に準じて、あるいはその精神に基

づき業務を実施すること。 

（５）業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせては

ならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りではな

い。また、業務の一部を再委託する場合は、委託先及び契約金額を市長に届

け出ること。 

（６）市の施策としての事業に、積極的に取り組むよう協力すること。 

（７）公衆電話の設置については目的外使用となるため、市長に対し「行政財産使

用許可申請」を行い許可を得ること。なお、公衆電話を設置したことにより

発生する収益は指定管理者の収入とする。 

（８）自動販売機の設置については、市が直接、入札等にて設置事業者を選定し、

その行政財産使用料は市の収入とする。 

（９）その他、仕様書に記載のない事項については、市長と協議を行うこと。 

 

10 業務報告 

（１）市長は、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関して定期に又 

は必要に応じて報告を求めることができる。 

（２）業務報告の内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要と認める場合 

は、市長は実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。 

（３）市長の指示に従わない、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと

認めた場合は、市長は指定を取り消すことができる。 
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11 リスク分担 

指定期間内における主なリスクについては、別紙の主なリスクの負担区分を前提

とし、これ以外のリスクに関する対応については、別途協議で定めるものとする。 

 

12 協議 

指定管理者はこの仕様書に規定するもののほか指定管理者の業務の内容及び処理

について疑義が生じた場合は、市長と協議し決定する。 
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個人情報取扱特記事項 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 指定管理者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、こ

の仕様書及び乙が行う管理業務に関して荒尾市（以下「甲」という。）と締結する

協定書（以下「協定書」という。）による事務を処理するための個人情報の取扱い

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）及び荒尾市個人情報保護条例（平成１５年条例

第２４号）に準拠し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この仕様書及び協定書による事務に関して知り得た個人情報をみだりに

他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が終了し、又は指

定を取り消された後においても同様とする。 

（使用者への周知） 

第３ 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの仕様書及び協

定書による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならないことなど、個人情報保護の徹底について周知しなければな

らない。 

（適正な管理） 

第４ 乙は、この仕様書及び協定書による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざ

ん及び毀損の防止を図るため、管理責任者を特定し、個人情報の適切な管理に努め

なければならない。 

（収集の制限） 

第５ 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するために個人情報を収集する

ときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収

集しなければならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第６ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この仕様書及び協定書による事務

に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に

引き渡してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第７ 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この仕様書及び協定

書による事務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料

等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するための個人情報を自ら取り

扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 

（資料等の返還） 

第９ 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するために甲から貸与され、又

は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この指定期間の

終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したと

きは、当該方法によるものとする。 

（事故発生時における報告） 
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第10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれが

あることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この

指定期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

（指定の取消し及び損害賠償） 

第11 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、指定の

取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 
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別紙１ 

保守点検業務仕様書 

番号 根拠 業務内容 点検回数等 備  考 

1 

 

 

 

 

 

 

法 

 

  

 

 

 

定 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

 

検 

 

 

 

 

自家用電気工作物保安点検 

 

 

月次点検    1回/月 

年次点検    1回/年 

 ※絶縁常時監視装置設置 

業容用電力：800kw 

受電電圧：6,600V 

設備容量：1,830KVA 

※ 高圧開閉器一時側接続点以降の高圧及び低圧絶縁

抵抗測定 

2 

空調･給排水･ビル管理点検 年間日常 

定期検査・報告  1回/年 

熱源：スクリュー式チラー5基 

空調方式：インテリア中央制御式、個別式 

     ペリメータ中央制御式、個別式 

給排水･衛生:水源･･･市水、引込み50㎜ 

    受水槽･･･高置水槽兼用 

3 

消防用設備保守点検 

 

 

機能点検    1回/年 

総合点検    1回/年 

 

消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備 

自動火災報知設備、非常警報設備及び器具 

誘導灯及び標識、排煙設備、防排煙制御装置 

4 
自家発電設備保守点検 定期点検    2回/年 三菱製ディーゼル発電設備 

357KVA  6,600V  発電機盤 1面 

5 

エレベータ－保守点検 定期点検    1回/月 

定期検査    1回/年 

東芝製乗用エレベーター 

積載：750kｇ 11人乗り 

車椅子1台対応 45m/分 

6 

ヒートポンプチラー点検 定期点検 

 冷房時期1回/年 

    暖房時期1回/年 

日立製スクリュー式ヒートポンプチラー5基  

型式 ・RHUP2360AP1B 3基 

   ・RHUP2360A5B 2基 

圧縮機の異音、振動の有無、自動制御装置の機能点検

及び調整ほか 

７ 

建築設備及防火設備定期検査 定期検査･報告  1回/年 

（建築基準法第12条関係） 

排煙設備（自然･機械） 

換気設備（大小ホール3系統） 

非常用照明装置（計261個） 

防火シャッター、防火垂れ幕、防火扉 

８ 
特殊建築物定期調査 定期調査･報告  1回/3年 

（建築基準法第12条関係） 

調査項目：敷地関係、建物構造、防火関係、避難関係、

衛生関係各調査 

９ 

いす式階段昇降機保守点検 定期点検      2回/年 

定期検査・報告   1回/年 

（定期点検1回時を兼ねる。） 

クマリフト㈱ 型式JS-R 2機 

積載重量：100kg 一人乗り 6m/min 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館内外清掃 日常清掃    年間 

定期清掃    2回/年  

（床ワックス･高所ガラス） 

建物清掃面積 ：計4,752.9㎡ 

ガラス清掃面積 : 計587.4㎡ 

屋外駐車場：４か所 

11 

機械警備保障 機械による監視 年間 

通常：22:00～8:30 

休館日：8:30～翌8:30 

盗難侵入・火災発生等異常信号探知、関係機関通報、連

絡ほか 

 

12 
電話･インターホン保守点検 定期点検   6回/年 電話回線：5回線 

内線電話：39回線 



- 14 - 

 

自 

 

 

 

 

 

 

主 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

 

 

検 

 

インターホン：親機1、子機10 

13 
子ども科学館展示設備保守点

検 

定期点検   2回/年 不思議なシーソー、発電レースほか37設備 

展示 

14 
自動ドア保守点検 定期点検   4回/年 両引きドア（２F）4台 

片引きドア（１F）2台 

15 

ピアノ保守点検 定期点検   1回/年 スタインウェイD型 

ヤマハＣＦ、ヤマハＣＦⅢ 

カワイＥＸ、カワイアップライト 

16 
監視カメラ・モニターテレビ保

守点検 

定期点検   1回/年 モニターカメラ10台 

モニターテレビ14台 

17 

小岱松管理 剪定2回/年 

新芽摘み 古葉摘み 1回/年 

周囲除草 害虫駆除 2回/年 

市へ寄贈小岱松 2本敷地にあり、管理を荒尾市小岱松

保存会に委託。 

※剪定、新芽・古葉摘み，消毒等の管理作業は保存協会

員及び一般市民への技術指導を兼ねる。 

18 
トイレ消臭洗浄保守点検 定期点検   6回/年 

 

小便器：1Ｆ…3基、2Ｆ…2基 

大便器：身障者用…2Ｆ…1基 

19 
子ども科学館管理 土曜、日曜、祝日及び 

小中学校長期休暇期間に委託 

科学館入場券管理、入場者案内、安全管理 

20 

除草・植栽管理 除草     3回/年 

剪定     2回/年 

消毒     3回/年 

除草 ①子ども科学館西側広場 

   ②電気室前斜面 

   ③1,2,3,4駐車場周囲 

剪定 センター外周低木植込み 

21 センター夜間警備 巡回警備   3回/日 夜間時間帯の巡回警備・施錠・電話応対 

22 

舞台機構設備保守点検 定期点検   2回/年 大小ホール：電動反射板、電動緞帳、ポータルタワーブ

リッジ電動昇降装置、オーケストラ迫り電動昇降装置

ほか 

スタジオ：吊物バトン電動昇降装置 

23 

舞台照明設備保守点検 定期点検   2回/年 点検設備及び作業範囲 

照明操作卓、主幹盤、調光器盤、舞台負荷回路設備、各

部絶縁測定、総合運転テストほか 

24 

舞台音響設備保守点検 

 

定期点検   2回/年 大・小ホール点検設備 

音響調整卓、入力選択架、電力増幅架、スピーカー、各

コンセント盤、3点吊りマイク設備ほか 

25 

 舞台操作技術 年間日常   常駐3名 

※大小ホールが重複した場合でも対

応できる人数 

舞台・音響・照明技術、関係備品器具保守管理 
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別紙２ 

主なリスクの負担区分 

段 階 リスクの種類 内    容 荒尾市 指定管理者 

 

 

共  通 

 

 

法令などの変更 
指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法

令等の変更 
○ 

 

第三者賠償 
本業務を原因とする公害、生活環境の阻害等による

場合 

 
○ 

物  価 指定後のインフレ・デフレ  ○ 

金  利 金利の変動  ○ 

不可抗力 
自然災害(地震、台風等)による業務の変更、中止、

延期※1 
協議事項 

 

申請段階 

 

申請コスト 申請に要する費用の負担  ○ 

調  査 事業の実現可能性等の調査  ○ 

資金調達 必要な資金の調達  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営段階 

施設競合 他施設との競合による利用者減、収入減  ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況の発生  ○ 

運営費の増大 荒尾市以外の要因による運営費の増大  ○ 

施設の損傷 施設、設備機器等の損傷※２ 協議事項 

修  繕※2 
小規模修繕（1件30万円未満、総額300万円以内）  ○ 

大規模修繕 ○  

管理上の瑕疵に 

よる火災等事故 
管理上の瑕疵による火災等 

 
○ 

債務不履行 施設設置者(荒尾市)の協定内容の不履行 ○  

指定管理者によ 

る業務又は協定 

内容の不履行 

指定管理者による業務又は協定内容の不履行   

○ 

性能リスク 提供するサービスの要求仕様書不適合  ○ 

 

損害賠償 

施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵及び火災等

事故による臨時休館等に伴う利用団体等への損害

※3 

  

○ 

運営リスク 
施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵及び火災等

事故による臨時休館等に伴う運営リスク※3 

 
○ 

 

   ※1 自然災害(地震、台風等)への対応…建物、設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部

の停止を命じることがある。復旧可能な場合、その復旧に要する経費は荒尾市と指定管理者が

協議を行うこととする。 

   ※2 施設、機器等の損傷リスクへの対応…管理上の瑕疵による損傷は指定管理者が負う。大規模

な修繕が必要な場合は荒尾市と指定管理者が協議を行うこととする。 

   ※3 施設、機器の不備についてのリスクは、荒尾市と指定管理者が協議を行うこととする。 

 


